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二

規
　
　
　
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
六
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第
五
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
の
二
第
五
項
第
二
号
中
「
三
歳
」
を
「
小
学
校
就
学
の
始
期
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
子
ど
も
の
看
護
等
休
暇
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
子
ど

も
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
ど
も
の
看
護
等
休
暇
」
に
、
「
た
め
又
は
」
を
「
た
め
、
」
に
改
め
、
「
受

け
さ
せ
る
た
め
」
の
下
に
「
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
事
由
に
伴
う
そ
の
子
の
世

話
を
行
う
た
め
又
は
そ
の
子
の
教
育
若
し
く
は
保
育
に
係
る
行
事
の
う
ち
別
に
定
め
る
も
の
へ
の
参
加

を
す
る
た
め
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
子
ど
も
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
ど
も
の
看
護
等
休
暇
」
に

改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
七
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
（
条
例
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
職
務

の
性
質
に
よ
り
特
別
の
勤
務
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
が
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
六
月
一
日
か

ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
）
」
を
「
六
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
規
定
す
る
育
児
時
間
」
の
下
に
「
、
次
条
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分

休
暇
」
を
、
「
当
該
育
児
時
間
」
の
下
に
「
、
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
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を
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（
子
育
て
部
分
休
暇
）

第
二
十
七
条
の
三　

子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、

一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

前
条
に
規
定
す
る
介
護
時
間
を
承
認
さ
れ
て
い
る
職
員
に
対
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
に
つ

い
て
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
介
護
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
う
も

の
と
す
る
。

３　

子
育
て
部
分
休
暇
の
請
求
は
、
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４　

任
命
権
者
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
し
、
又
は
利
用
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
証
明
書
類

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
は
、
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
さ
れ
て
い
る
職
員
が
産
前
の
休
業

を
始
め
、
若
し
く
は
出
産
し
た
場
合
、
当
該
職
員
が
休
職
若
し
く
は
停
職
の
処
分
を
受
け
た
場
合
又

は
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
死
亡
し
、
若
し
く
は
当
該
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

６　

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
既
に
承
認
し
た

子
育
て
部
分
休
暇
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

一　

子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
さ
れ
て
い
る
職
員
が
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
を
養
育
し
な

く
な
っ
た
と
き
。

二　

子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
さ
れ
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
以
外

の
子
に
係
る
子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

三　

子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
さ
れ
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
の
内
容
と
異
な

る
内
容
の
子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

７　

子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
さ
れ
て
い
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

を
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合

二　

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
場
合

三　

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
場
合

８　

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

９　

第
四
項
の
規
定
は
、
第
七
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二
中
「
第
十
七
条
の
二
」
を
「
第
十
七
条
の
三
」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
表
中
「規

定
す
る
部
分
休
業
又
は

」
を
「規

定
す
る
部
分
休
業
、

」
に
改
め
、

「規
定
す
る
育
児
時
間

」
の
次
に
「又

は
同
規
則
第
27条

の
３
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇

」
を
加

え
、
「又
は
育
児
時
間

」
を
「、

育
児
時
間
又
は
子
育
て
部
分
休
暇

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の

二
様
式
を
加
え
る
。
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か
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か
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分
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時
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第
７

号
様

式
第

条
の
３
関

係
表

子
育

て
部

分
休

暇
承

認
請

求
書

表

任
命

権
者

提
出

年
月

日
年

月
日

殿
所

属

氏
名

次
の

と
お

り
子

育
て

部
分

休
暇
の

承
認

を
請

求
し

ま
す

。

１
請

求
に

係
る

子

氏
名

続
柄

生
年

月
日

年
月

日
生

２
請

求
期

間

及
び

時
間

期
間

時
間

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

□
毎

日

□
そ

の
他

午
前

時
分

か
ら

時
分

ま
で

午
後

時
分

か
ら

時
分

ま
で

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

□
毎

日

□
そ

の
他

午
前

時
分

か
ら

時
分

ま
で

午
後

時
分

か
ら

時
分

ま
で

３
備

考

注
１

請
求

に
当

た
っ

て
は

、
母

子
健

康
手

帳
、

住
民

票
等

を
提

示
す

る
こ

と
。

２
請

求
に

係
る

子
に

つ
い

て
、

職
員

以
外

の
当

該
子

の
親

が
子
育

て
部
分

休
暇
等
の

制
度

の
適
用

を
受

け
て

い
る

場
合

は
、
「
３

備
考

」
欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

３
子

育
て

部
分

休
暇
の

承
認

に
つ

い
て

、
職

員
の

申
請

に
基

づ
き

変
更

又
は

取
消

し
を

行
っ

た
場

合
は

、

そ
の

旨
を

裏
面

に
記

入
す

る
こ

と
。

４
該

当
す

る
□

に
は

、
レ

印
を

記
入

す
る

こ
と

。

日
本

産
業

規
格
Ａ
列

４
番
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附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一

号
の
改
正
規
定
は
同
年
六
月
一
日
か
ら
、
次
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以

下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
の
二
（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
四
号
）
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
超
過
勤
務
の
免
除
、
改
正
後
の
規
則
第
二
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
子
ど
も
の

看
護
等
休
暇
及
び
改
正
後
の
規
則
第
二
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
の
請
求
等
は
、

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を

加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
七
号

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
及
び
第
二
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
子
ど
も
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
ど
も
の
看

護
等
休
暇
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第
三
十
二
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
中
「
及
び
第
二
十
八
条
」
を
「
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第

三
十
三
条
と
す
る
。

第
三
十
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
子
育
て
部
分
休
暇
）

第
三
十
条　

子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

第
８
号

様
式

第
条

の
３
関

係

養
育

状
況

変
更

届

年
月

日

承
認

権
者

殿

所
属

氏
名

次
の
と

お
り
子
育

て
部

分
休

暇
に
係

る
子

の
養

育
状

況
に

つ
い
て

変
更

が
生

じ
た

の
で

届
け
出

ま
す

。

１
届

出
の

事
由

□
子
育

て
部

分
休

暇
に

係
る
子

が
死

亡
し

た
。

□
子
育

て
部

分
休

暇
に

係
る
子

と
離

縁
し

た
養
子
縁

組
の
取

消
し

を
含

む
。

。

□
子
育

て
部

分
休

暇
に

係
る
子

と
の

親
族

関
係

が
特

別
養
子

縁
組

に
よ

り
終

了
し

た
。

□
子
育

て
部

分
休

暇
に

係
る
子

を
養

育
し

な
く

な
っ

た
。

□
同

居
し

な
く

な
っ

た
。

□
負

傷
・

疾
病

□
そ

の
他

□
そ
の

他

２
届

出
の

事
由

が
発

生
し

た
日

年
月

日

注
該
当

す
る

□
に

は
レ

印
を
記

入
す

る
こ

と
。

日
本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
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合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
す
る
職
員
に
つ
い
て
定

め
ら
れ
た
勤
務
時
間
」
と
、
「
二
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時
間

四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
（
次
項
に
お
い
て
「
基
準
時
間
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八
条
で
準
用
す
る
規
則
第
二
十
七
条
の
二
」
と
、
「
二
時
間
」
と

あ
る
の
は
「
基
準
時
間
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
任
用
さ
れ
た
職
の
任
期
満
了
後
、
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
に
引
き
続
き
任
用
さ
れ

る
こ
と
が
決
定
し
た
職
員
が
、
次
の
任
期
に
お
い
て
子
育
て
部
分
休
暇
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
次

の
任
期
の
初
日
前
に
お
い
て
も
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
）

第
三
十
一
条　

任
命
権
者
が
子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
二

十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
介
護
に
つ
い
て
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
等
）

第
三
十
六
条　

介
護
に
つ
い
て
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
等
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
十
七

条
の
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
申
告
、
請
求
」
と
あ
る
の

は
「
請
求
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）

第
三
十
七
条　

勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
十
七
条
の
五
の
規
定
を
準
用

す
る
。附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
第
二
十

一
条
に
規
定
す
る
子
ど
も
の
看
護
等
休
暇
に
係
る
請
求
等
及
び
同
規
則
第
三
十
条
に
規
定
す
る
子
育

て
部
分
休
暇
に
係
る
請
求
等
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
八
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
行
政
職
給
料
表
㈠
の
四
級
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
）

第
四
条
の
二　

条
例
第
十
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
東
京
都
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ

る
職
員
と
す
る
。

一　

公
安
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
六
級
又
は
七
級
で
あ

る
職
員

二　

医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
二
級
で
あ
る
職
員

三　

医
療
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
職
員

四　

医
療
職
給
料
表
㈢
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
職
員

（
扶
養
親
族
に
係
る
届
出
）

第
四
条
の
三　

新
た
に
条
例
第
十
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
職
員
は
、
そ
の

旨
を
速
や
か
に
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
届
出

に
係
る
扶
養
親
族
の
恒
常
的
な
所
得
の
年
間
の
見
込
額
そ
の
他
の
扶
養
の
事
実
等
に
変
更
が
あ
つ
た

場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
扶
養
の
事
実
等
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
任
命
権

者
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

第
五
条
第
一
項
中
「
条
例
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
と
す
る
。
」
の
下

に
「
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
扶
養
手
当
の
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

第
五
条
の
二　

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
条
例
第
十
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備

す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る

月
）
か
ら
開
始
し
、
職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
（
任
命
権
者
が
定
め
る
場
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合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
任
命
権
者
が
定
め
る
日
）
の
属
す
る

月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
つ
て
終
わ
る
。
た

だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
こ

れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し

た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行

う
も
の
と
す
る
。

２　

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
そ
の
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実

の
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）

か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
扶
養
手
当
の
月
額
を
増
額
し
て
改
定

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
条
例
第
十
一
条
」
を
「
第
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三　

在
宅
勤
務
等
手
当

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
十
八
」
を
「
十
九
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
表
中
「職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
11条

」
を
「職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
第
４
条
の
３

」
に
改
め
、
同
様
式
裏
中
「、

婚
姻

」
を
削
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
二
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
の
読
替
え
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の
二
、
第
四
条
の
三
、
第
五
条
及
び
第
五
条

の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
規
則
第
四
条
の
二
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
東
京
都
条
例
第
四
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
（
以
下
「
読
替
え
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
四
条
の
三
、

第
五
条
及
び
第
五
条
の
二
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
条
例
」
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別

記
様
式
第
二
号
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
東
京
都
規
則
で
定
め
る
職
員
を
定

め
る
規
則
の
廃
止
）

４　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
東
京
都
規
則
で
定
め
る
職
員
を

定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
東
京
都
規
則
第
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
九
号

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
四
号
中
「
⑶
」
の
下
に
「
及
び
⑼
」
を
加
え
る
。

附
則
第
六
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

別
表
５
の
部
⑶
の
項
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
部
⑻
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⑼�　

食
肉
衛
生
検
査
所
に
所
属
す
る
一
般
技
能
職
員
が
、
と
畜
検
査
業
務
に

従
事
し
た
と
き
。

日
額　

九
百
円

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

附
則
第
六
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

施
行
日
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
施
行

日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
号

職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
東
京
都
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
第
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
」

を
「
条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
異
動
等
」
と
い

う
。
）
」
に
、
「
異
動
又
は
公
署
の
移
転
」
を
「
異
動
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同

条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
」
及
び

「
異
動
又
は
公
署
の
移
転
」
を
「
異
動
等
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
、
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
す
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
第
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
規

則
の
施
行
の
日
前
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

（
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

３　

職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
規
則
第
百

四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
一
号

職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
に
関
す
る
規
則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
在
宅
勤
務
等
の
場
所
）

第
二
条　

条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
場
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
と
す
る
。

一　

職
員
が
介
護
を
行
う
要
介
護
者
の
自
宅

二　

前
号
に
掲
げ
る
場
所
に
準
ず
る
場
所
と
し
て
所
属
長
が
認
め
る
も
の

（
正
規
の
勤
務
時
間
か
ら
除
か
れ
る
時
間
）

第
三
条　

条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
時
間
は
、
次
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
。

一　

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
）
第

十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
超
勤
代
休
時
間
又
は
条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
に

割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
（
い
ず
れ
も
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
間
を
除
く
。
）

二　

休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
及
び
前
号
に
掲
げ
る
時
間
の
ほ
か
、
勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
き

特
に
承
認
が
あ
っ
た
時
間

（
一
箇
月
当
た
り
の
在
宅
勤
務
等
の
平
均
日
数
を
算
出
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
期
間
）

第
四
条　

条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
三
箇
月
と
す
る
。

（
確
認
）

第
五
条　

所
属
長
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
条
例

第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
在
宅
勤
務
等
」
と
い
う
。
）

を
行
う
場
所
、
在
宅
勤
務
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
数
そ
の
他
同
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
か
ど

う
か
の
判
断
に
必
要
な
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

所
属
長
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
職
員
に
対
し
在
宅
勤

務
等
を
行
う
場
所
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
の
提
出
等
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
支
給
方
法
等
）
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第
六
条　

在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、

給
料
支
給
の
例
に
よ
る
。

２　

月
の
初
日
に
お
い
て
、
条
例
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
職
員
そ
の
他
の
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支

給
で
き
な
い
場
合
に
該
当
す
る
職
員
に
は
、
そ
の
月
の
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
し
な
い
。

３　

在
宅
勤
務
等
手
当
の
額
は
、
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
給
料
額
が
日
割
り
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ

る
場
合
に
お
い
て
も
、
日
割
り
に
よ
っ
て
計
算
し
な
い
。

４　

職
員
が
所
属
長
を
異
に
し
て
異
動
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
異
動
し
た
日
の
属
す
る
月
の
在
宅
勤

務
等
手
当
は
、
そ
の
月
の
初
日
に
お
け
る
職
員
の
所
属
長
に
お
い
て
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
職
員
の
異
動
が
当
該
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
日
前
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
際
支
給
す
る
も
の

と
す
る
。

（
支
給
期
間
等
）

第
七
条　

職
員
が
新
た
に
条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
と
認
め
ら
れ
た

場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
東
京
都
規
則
で
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支

給
す
る
。
た
だ
し
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
が
同
項
の
職
員
た
る
要
件
を
欠
く

こ
と
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
こ
と
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ

た
月
以
後
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
し
な
い
。

（
委
任
）

第
八
条　

こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
局
長
が
定
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
二
号

職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
東
京
都
規
則
第
四
百
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
の
三
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
の
三
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
十
八
条
の
三

第
三
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三　

任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
任
期

付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
の
号
給
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

五
号
給
、
六
号
給
若
し
く
は
七
号
給
又
は
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
給
料
月
額　

六
千
円

ロ　

三
号
給
又
は
四
号
給　

五
千
円

ハ　

一
号
給
又
は
二
号
給　

四
千
円

四　

任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
四
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
任

期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
号
給
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料

月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

五
号
給
若
し
く
は
六
号
給
又
は
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給

料
月
額　

六
千
円

ロ　

三
号
給
又
は
四
号
給　

五
千
円

ハ　

一
号
給
又
は
二
号
給　

四
千
円

第
三
条
中
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
第
十
八
条
の
三
第
三
項
第
一
号
イ
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一　

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外

の
職
員
で
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
占
め

る
職
に
応
じ
て
同
条
並
び
に
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
訓
令

甲
第
十
号
。
以
下
「
特
別
調
整
額
規
程
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
類
す
る
規
程
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
給
料
の
特
別
調
整
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

区
分
一
、
区
分
二
、
区
分
三
、
区
分
四
又
は
区
分
五　

一
万
二
千
円

ロ　

区
分
六
、
区
分
七
、
区
分
八
又
は
区
分
九　

一
万
円
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ハ　

区
分
十　

八
千
円

ニ　

区
分
十
一　

五
千
円

ホ　

区
分
十
二　

四
千
円

二　

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
占
め
る
職
に
応
じ
て
同
条
並
び
に
特
別
調
整
額
規
程
及
び
こ
れ
に
類
す
る

規
程
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
給
料
の
特
別
調
整
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額イ　

区
分
一
、
区
分
二
、
区
分
三
、
区
分
四
又
は
区
分
五　

一
万
一
千
円

ロ　

区
分
六
、
区
分
七
、
区
分
八
又
は
区
分
九　

九
千
円

ハ　

区
分
十　

七
千
円

ニ　

区
分
十
一　

四
千
円

ホ　

区
分
十
二　

三
千
円

三　

任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
任
期

付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
の
号
給
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

五
号
給
、
六
号
給
若
し
く
は
七
号
給
又
は
任
期
付
職
員
採
用
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
給
料
月
額　

一
万
二
千
円

ロ　

三
号
給
又
は
四
号
給　

一
万
円

ハ　

一
号
給
又
は
二
号
給　

八
千
円

四　

任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
四
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
任

期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
号
給
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料

月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

五
号
給
若
し
く
は
六
号
給
又
は
任
期
付
研
究
員
採
用
条
例
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給

料
月
額　

一
万
二
千
円

ロ　

三
号
給
又
は
四
号
給　

一
万
円

ハ　

一
号
給
又
は
二
号
給　

八
千
円

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
条　

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
十
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務

手
当
を
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
し
た
同
項
の
勤
務
は
、
同
条
第
一
項
の
勤
務

と
み
な
す
。

一　

条
例
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
場

合
二　

条
例
第
十
八
条
の
三
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
一
項
の
勤
務
を
し
た
場

合
附
則
第
二
項
中
「
第
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号

職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
三
第
四
項
第
三
号
中
「
部
分
休
業
」
の
下
に
「
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
十
七
条
の
三
に
規

定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
る
。

第
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
分
の
一
万
七
百
八
十
」
を
「
一
万
分
の
一
万
三
百
四
十
」
に
、

「
一
万
分
の
一
万
四
千
六
百
九
十
九
」
を
「
一
万
分
の
一
万
四
千
九
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
一
万
分
の
二
万
五
千
」
を
「
一
万
分
の
二
万
四
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
一
万
分
の
五

千
四
百
」
を
「
一
万
分
の
五
千
百
七
十
五
」
に
、
「
一
万
分
の
七
千
」
を
「
一
万
分
の
六
千
五
百
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
一
万
分
の
五
千
三
百
四
十
」
を
「
一
万
分
の
五

千
百
十
七
・
五
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
一
万
分
の
六
千
二
百
三

十
」
を
「
一
万
分
の
六
千
七
・
五
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
一
万
分

の
五
千
七
百
二
十
」
を
「
一
万
分
の
五
千
五
百
」
に
、
「
一
万
分
の
七
千
七
百
九
十
九
」
を
「
一
万
分
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の
七
千
四
百
九
十
九
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
前
四
号
」
を
「
前
各

号
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
一
千
二
十
五
」
を
「
一
万
分
の
九
千
七
百
五
十
二
・
五
」
に
、
「
一
万
分

の
一
万
七
千
」
を
「
一
万
分
の
一
万
六
千
五
百
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号

中
「
一
万
分
の
一
万
九
百
二
・
五
」
を
「
一
万
分
の
九
千
六
百
三
十
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
八

千
」
を
「
一
万
分
の
一
万
七
千
五
百
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

四　

東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東

京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員　

職
員
の
勤
務
成

績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
一
万
八
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者

が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

第
三
条
の
四
第
二
項
中
「
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
又
は
第
七
号
」
を
「
第
四
号
ま
で
、
第
七
号
又
は

第
八
号
」
に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
号
、
第
五
号
、
第
八

号
又
は
第
九
号
」
を
「
第
五
号
、
第
六
号
、
第
九
号
又
は
第
十
号
」
に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か

に
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
介
護
時
間
に
相
当
す
る
休
暇
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

子
育
て
部
分
休
暇
に
相
当
す
る
休
暇

子
育
て
部
分
休
暇

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
行
政
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
に
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
の
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
事
務
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
四
号

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
行
政
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
に
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
事
務
等
を
定
め

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
行
政
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
に
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
の
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
事
務
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十

九
年
東
京
都
規
則
第
二
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

27　

条
例
別
表
第
一
の
二
十
七
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

育
児
用
品
等
の
提
供
の
原
因
と
な
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
の
確
認

二　

育
児
用
品
等
の
提
供
に
係
る
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
請
求
に
対
す
る
応
答

三　

育
児
用
品
等
の
提
供
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の

変
更
の
事
実
の
確
認

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
契
約
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
五
号

東
京
都
契
約
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

長
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
（
一
連
の
調
達
契
約
に
関
し
、
そ
の
最
初
の
契
約
に
係
る
入
札
の
公
告
に

お
い
て
、
そ
の
後
の
契
約
に
係
る
入
札
の
公
告
を
当
該
入
札
の
二
十
四
日
前
か
ら
三
十
九
日
前
ま
で
の

間
の
い
ず
れ
か
の
期
日
ま
で
に
行
う
こ
と
を
示
し
た
場
合
に
は
、
当
該
そ
の
後
の
契
約
に
つ
い
て
は
、

そ
の
示
し
た
期
日
ま
で
）
」
を
削
る
。

第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
（
一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
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の
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
に
つ
い
て
は
、
二
十
四
日
前
ま
で
）
」
を
削
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
契
約
事
務
規
則
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項

及
び
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以

後
に
行
わ
れ
る
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
に
よ
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
お
い
て
行
わ
れ
た
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
に
よ
る
契
約
で
施
行
日
以
後
に
入
札
執

行
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
契
約
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
六
号

東
京
都
契
約
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
契
約
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
」
を
、

「
中
央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
並

び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場

長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

　

別
表
建
設
局
の
部
建
設
事
務
所

東
京
都
江
東
治
水
事
務
所

東
京
都
土
木
技
術
支
援
・
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
東
京
都
江
東
治
水
事
務

東
京
都
土
木
技
術
支
援

所・
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
」
を
「
東
京
都
江
東
治
水
事
務
所
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
自
動
車
の
管
理
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
七
号

東
京
都
自
動
車
の
管
理
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
自
動
車
の
管
理
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
低
公
害
車
」
を
「
低
公
害
・
低
燃
費
車
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本

部
長
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
予
算
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
八
号

東
京
都
予
算
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
予
算
事
務
規
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
規
則
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本

部
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
を
加
え
、
同
項
第

二
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長
、
」
を
、
「
中

央
卸
売
市
場
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
債
権
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。
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令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
九
号

東
京
都
債
権
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
債
権
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
」
を
、

「
中
央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
並

び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場

長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
号

東
京
都
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
」
を
、

「
中
央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
を
、
同
条
第
二
号
中
「
並
び

に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場

長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
電
子
署
名
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
一
号

東
京
都
電
子
署
名
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
電
子
署
名
規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
規
則
第
二
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
八
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

長
、
」
を
、
「
中
央
卸
売
市
場
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
長
」
を
加
え
、
同

条
第
九
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
、
」
を
、
「
中

央
卸
売
市
場
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推
進
本
部
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
デ
ジ
タ
ル
戦
略
部
デ
ジ
タ
ル
手
続
推
進
課
長
」
を
「
デ

ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
Ｄ
Ｘ
協
働
事
業
部
デ
ジ
タ
ル
手
続
推
進
課
長
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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